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           今月の注目記事  

・コロナ感染抑止のための町内会館の利用規制について p2（総務部）令和２年度定時総会 

・班長さんが交替します           ｐ３ (総務部) 

・江ノ電バス時刻改正について       ｐ５ （広報部） 

★６～８月 行事予定 

  

月 日 行事等 月 日 行事等 

6 28（日） クリーンデー 7 26（日） クリーンデー 

7 1（水） 新班長スタート 8 2（日） 

～10(月) 町内会館お休み 
  11（土） 臨時役員会13:30   

  15（水） 元気会（中止）   22（土） 夏祭り一日目（中止） 

  17（金） 赤ちゃんステーション（中止）   23（日） 夏祭り二日目（中止） 

  20（月） ハローキッズ（中止）   24（月） （金仙地蔵尊例大祭） 

  25（土） 班長会準備13:00   30（日） クリーンデー 

    班長会14:00/14:30/15:00   
  

 

★令和２年度新役員紹介と主な活動計画                   (会長) 

令和２年度の定時総会は新型コロナの影響により「書面表決」で実施いたしました。役員ならび監

事が上程案通りに承認され、新体制のもと役員会にて職務分担を下表のとおり決定いたしました。 

今泉台が安全安心で魅力あるまちであり続けられるように、災害に強いまちづくり、子育てしやす

く高齢者が長く住み続けられる環境の整備を推進します。 

昨年６月から導入した地区委員制度は２年目を迎え、２年任期の現地区委員２１名に加え、今年度

も新たに２１名の地区委員を選出し全４２名体制となります。 

新型コロナの感染抑制に引続き細心の注意を払い、三密を避けた新しい活動様式を模索いたします。 

日本各地で高齢化/過疎化により自治能力が減退する集落の増加が懸念されていますが、当町内会

は永続的な発展と充実を期し、出来るだけ多くの住民の方に町内会に積極的に参加いただき、地域

社会を強くすることを目指します。 

会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

なお、先の臨時総会・第四号議案で決議(書面表決)いただいた「今泉クリーンセンターに生ごみ資

源化施設設置(案)の白紙撤回要求」については町内会での擦り合わせが終わり、7 月中に３町内会

長が市長に面会して要請書を手渡す運びです。 

  

 

 

今泉台町内会たより 

町内会館 開館時間 

月～金：１０:00~12:00 

    13:00～16:00 

  土：１０:00~12:00 

土  ：9:00～12:00 
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            令和２年度新役員担当業務 

職務分掌 氏 名 主 管（副担当） ブロック 

会長 尾島 隆史 全般・みんなでまちづくり委員会 地蔵 

副会長 藍原 崇夫 環境・施設・防災・防犯 湖畔 

副会長 山本 昭夫 総務・広報・会計・文体・福祉・みなまち委員会 中央 

総務部長 林   賢一 （田中） 地蔵 

広報部長 田中 敦子 （長瀬） 中央 

会計部長 長瀬 ゆり （林） 中央 

文教体育部長 柴田 正子 （岩谷） 中央 

福祉部長 岩谷 成子 （柴田） 中央 

環境衛生部長 橋本 修二 （佐藤） 湖畔 

施設・道路保全部長 佐藤  清 （橋本） 地蔵 

防災部長 市村 奉夫 （永塚） 湖畔 

防犯・交通部長 永塚 邦夫 （市村） 湖畔 

監事 松永 博美 業務全般 地蔵 

監事 石崎 雅人 会計 地蔵 

 

★令和２年度定時総会を「書面表決」で実施しました！     （総務部） 

令和 2 年度の定時総会は新型コロナ対応のため 3 月から順延されていた令和元年度臨時総会と併

せて、会議を開かず「書面表決」方式により 5月23日(土)、町内会館・大集会室にて執行しまし

た。投票総数は189票(投票率9.8％)、班長86票(同80.4％)、一般会員103票(同5.7％)でし

た。会則第14条(総会成立の定足数：班長総数107の2/3以上)を準用し総会成立が確認された

後、議案毎の賛否を集計、臨時総会 4 議案、定時総会 5 議案が、いずれも賛成票の圧倒的多数で

原案どおり可決されました。(投票結果は 5/25 から町内掲示板 18 か所およびホームページ上に

公開済みです。) 

 「書面表決」方式の適用は町内会として初めての試みで、各上程議案に対するご質問・ご意見を

募集し21名の会員からご提出いただきました。それぞれの方には投票締切り日前にご返答済みで

すが、多かった項目は今泉クリーンセンターの資源化設備(12件)、洗心庵の建替え（７件）、第３

町内会館建設構想(５件)、防災関連費抑制(４件)、役員の重任/選出方法(４件)等々でした。 

会議を開けない便法としてのご質問・ご意見募集でしたが、公開の会議と異なり率直なご意見を寄

せられた会員も数名居られ、会議上であれば通常と思われる質問が、非難色の強い文言となり、役

員会側としても良い経験になりました。コロナ感染の懸念が少し和らいだら、別途機会を設けて率

直な意見交換会を計画いたします。 

 

★コロナ感染抑止のための町内会館の利用規制について       (総務部) 

町内会館は６月30日まで利用を停止させていただいておりますが、7月以降は世情を注意深く 

看視しながら、以下の感染防止対策を実施できる活動から順次利用を開始したいと思います。 

（１） 大声を発しない環境下において対人距離はMin.１m、出来れば２ｍ確保する。 

大集会室の場合：着席のみなら 4２名（対人１ｍ）以下、運動を伴う場合は16名以下（同

２ｍ）、(除く講師)、その他の利用につきましては事務局経由で役員会へご相談ください。 

（２） 参加者はマスク着用、三密を避け、部屋は随時換気を行う。（運動時マスク外し可） 

（３） 参加者全員の氏名・連絡先リストを作っておき、後日参加者に感染または感染疑似が発生し

た場合は、会館事務所に速やかに連絡し、参加者リストを提供する。 

（４） 会場の机・椅子・床などは、必要に応じ利用者自身で消毒する。 

消毒液等は各サークル・団体でご用意ください。 

（５） 利用される場合は、ご利用時に所定の「コロナ対応用チェックシート」を受け取り、利用後

に提出していただきます。 
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★班長さんが交替します                    (総務部) 

６月末で退任される現班長さんは、２月以降新型コロナで外出自粛が常態化、日を追って感染拡大

が喧伝される中、会議の無い班長会、会議の無い「書面表決」総会などで、度々リスクを冒して町

内会館へ来ていただき、資料の戸別配布や回覧物手配など、会員と町内会を結ぶパイプ役としてご

協力いただきました。あらためて御礼申し上げます。この厄介な感染症はワクチンや特効薬が一般

適用されるまでは、「三密回避」「マスク着用」「手洗い励行」などの基本的な対策は続けざるを得

ないと思います。後任の班長さんとの引継ぎや折々でのご協力をよろしくお願いします。 

 

7月1日から各班は新しい班長さんに交替していただきます。新しい班長さんは、７～12月の半

年間、８月を除き毎月の班長会にご出席いただきます。今年は東京五輪のため夏祭りを

8/22(土)23(日)に予定していましたが、新型コロナのため五輪は来年へ延期、町内夏祭りは中止

と決定しています。感染予防には引き続き細心の警戒を払いつつ、７月からの班長会は、「三密回

避」を意識して、全班長(１０７名)を地蔵/中央/湖畔に３分したブロック班長会での開催を予定し

ています。緊急事態宣言解除から 1 カ月経過、他県を跨ぐ国内移動も 6/19 から解禁されていま

すので、世情を注意深く見ながらですが、町内会も新しい常態創りを進めたいと思います。ご理解

とご協力をよろしくお願いいたします。  

注：地蔵ブロック（１～７地区）、中央ブロック（８～１４地区）、湖畔ブロック（15～21地区） 

 

★新しい班長さんへお願い                   (総務部) 

7月の班長会は、「三密」を避けブロック毎の班長会とします。 

(1) 7月25日(土)14時から町内会館・大集会室でブロック班長会ｘ3回を開催します。 

地蔵ブロックの班長会は14:00～14:20、中央ブロックは14:30～14:50、湖畔ブロックは

15;00～15:20、です。各班長会には該ブロックの当該地区委員(7名)のご出席を依頼します。 

(2) ブロック班長会出席の際には、前任班長から引き継がれた資料一式、特に当該班の班長さんに

だけお配りしている「避難行動要支援者リスト」は確実に引継ぎをお願いします。また「次期

班長さんへ(下半期)」は当日説明をしますので必ず持参し、その資料の背表紙にある「出欠票」

の当日分に「地区―班」「氏名」を記入し、切り取って会場入口の受付箱へ入れてください。 

(3) 当日７月２５日 13 時から、ブロック班長会の準備(資料綴じ、座席つくり)のお手伝いを、各

班の輪番でお願いします。1回目のこの日は1～３地区、15名の班長さんが当番です。13時

に町内会館・大集会室へお集まりください。  

★第 2 期・地区委員の選出について              (総務部) 

先月のたより5月号に掲載しましたが、第 2期・地区委員を各地区2班の中から 1名選出してい

ただきます。感染症予防のため会議や打合せ招集を控え 6月中には具体的な行動がとれませんでし

た。7 月の前半までを目途に、第 2 期・地区委員の選出をお願いします。本日の班長会資料の中、

各地区 2 班の班長さん宛にお配りした選出に関する具体的なお願い書をご覧いただき、次の班長

さんへお渡しいただくと共に、候補者 2,3名の人選について新旧お二人の班長さんで相談しておい

てください。7月第1週に担当の役員が新班長さんをお訪ねして、地区委員選出のお手伝いをさせ

ていただきます。 

 

★ローソンカー・移動販売、当初目標を超える実績        (福祉部) 

5 月 7 日（木）を皮切りに、毎週木曜日、2 丁目（小泉邸駐車場）

と町内会館前の 2 か所でのローソンカー・移動販売がはじまり、2

か月が経過しようとしています。ローソン担当者の話では、去る 6

月17日までの6回の移動販売で延べ275人の利用者があり、当初

の目標を上回る売上げが達成できたとのことで、最近では固定客も

でき始めているそうです。この実績をみて、新たに 6 丁目付近での

計画が浮上しており、販売場所のめどが付けば、早々にも町内 3 か

所目の移動販売が実施されることになりそうです。計画が確定しましたら、近隣の方々には改め

て詳細をお知らせいたします。 
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★福祉部からのお知らせ！                         （福祉部） 

新型コロナウイルス感染予防のための緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだ安心できない日

常が続いています。長い自粛生活でお疲れも溜まっていると思いますが、ゆっくり元気を取り戻

しながらお過ごしください。 

福祉部の以下3つの活動について残念ですが、時勢を鑑み 7月も開催中止とさせて頂きます。 

ご了承いただきます様お願い致します。8月は例年通りお休みです 

◎ハローキッズ今泉台（子育てサロン）へのお誘い！    

幼児期のお子さんが自由に遊び、いろいろな体験ができるよう毎月テ

ーマを決めて開催しています。お父さんお母さん方の地域のお友達づ

くりの場にもなっています。 

次回開催予定   9月14日（第2月曜日に繰り上がり） 

◎赤ちゃんステーション 

子育ての大先輩達が、お子さん方への読み聞かせをしたり、お母

さま方の不安を除き解決の道を一緒に探したりしてくれます。気

軽に来てみてください。 

自粛生活が続いていますが、お元気にお過ごしください。 

次回開催予定   9月18日（第３金曜日） 

◎元気会へのお誘い！ 

毎月20名～30名の高齢者の皆様が集まってなつかしい歌を歌い、和やか

な時間を過ごしています。時には軽い体操を行ったり、高齢者に必要な情

報をお伝えしたりしています。残念ながら、7 月も開催中止ですが、9 月

は元気にお会いできることを祈っています。 

次回開催予定   9月16日（第3水曜日） 

 

★長寿の方へお祝い               (福祉部) 

敬老祝金申請の申込用紙を回覧しますので、ご覧いただきお申し込みください。 

対象者 2020年9月15日現在  満 80歳 (1,000円) 

満 90歳 (2,000円) 

満100歳(10,000円) 

 

★「ケアサロンさくら」の閉所（休止）について       （福祉部） 

5 月の町内会たよりにおいて 5 月末日閉鎖とお知らせいたしましたが、正しくは 6 月 30 日をも

って閉所（休止）されます。事業者様及び関係者の皆様に紙面をもってお詫び訂正いたします。 

「ケアサロンさくら」閉所（休止）の理由は新型コロナ対策で三密を避けるには施設が手狭なため

利用抑制を行った結果運営上の課題が生じたためで、近所へ移転することで近い将来事業を再開

する計画が進行中とのことです。また、公園の清掃など、地域貢献を行う「ワーキングデイわかば」

はこれまで通り営業を継続されます。 

★町内会館の雨漏り対策工事ならびに屋根・外壁塗装工事が完了しました 

                                  （施設・道路保全部） 

町内会館は建設から10年を経過し、ここ2～3年は台風の時期になると北側（公園側）のホー 

ル、事務室等が雨漏りする事が度々ありました。この度、新型コロナ対策で会館一般利用休止中 

の期間を利用して 5 月末から 6 月 20 日の工期で、雨漏り再現試験を実施するなどして、現時点

で考え得る諸対策工事を実施しました。また、屋根と外壁の塗装も行い、外壁塗装色を茶色から

深緑色に変えました。                         

福祉協議会からの

祝い金に添えて、

町内会からお祝い

のタオルをお届け

しています。 
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★1 階トイレ出口の手洗い場を自動水栓化       （施設・道路保全部） 

１階トイレ出口の手洗い場をコロナ感染防止対策として自動水栓化しました。 

これで1階、2階のトイレ出口の手洗いは両方とも自動水栓になりました。約 20秒以上の手洗 

いに心がけましょう。 

★大集会室の視聴覚環境を整備します         （施設・道路保全部） 

現在、6月末までの工期で、大型スクリーン、天吊り高輝度プロジェクターならびに天井スピー 

カー、音響機器（アンプ）の設置工事を実施しています。この整備により、班長会等の集会や会議、

講習会、演奏会や教育活動などの各種行事で利便性が格段に向上するでしょう。 

★紙おむつは無料で回収しています               （環境衛生部） 

育児や介護用で使用した紙おむつ（ペット用は除く）は、有料袋に入れず透明・半透明の袋に入れ

て燃やすごみの日に出してください。無料で回収しています。紙おむつとして出せるものは、紙お

むつに付随して尿とりパッドやリハビリパンツなどが該当します。 

★「清掃ごみ」の出し方                    （環境衛生部） 

町民の皆様が道路やクリーンステーションを清掃した場合に出た「清掃ごみ」は、植木剪定材、燃

やすごみ、ビン、カン、といった品目ごとに出すことになります。 

清掃して出た燃やすごみと燃えないごみを出す場合は、有料袋ではなく、透明・半透明の袋に 

「清掃ごみ」と書いて出してください。 

★江ノ電バス時刻改正について                （広報部） 

昨年12月に改正/減便されたばかりの湖畔循環線が、再び 6/27(土)から改正されました。 

この結果、大船駅方面行きの平日便が朝方(7～9時)計△4便減、夕方(18時)△1便減、その外の

時間帯は便数、時刻表共にほぼ不変で全 104便が99便に△5便減、土日便は便数、時刻表共に

不変です。なお、大船駅方面行きの各６バス停発の時刻表、大船駅発湖畔方面行きバス時刻表は、

ホームページ上は即日、印刷物は 7/1(水)から会館事務所前に置いてありますので(会館が開いてい

る時間帯は)ご自由にお取りください。  （北鎌倉台バス停の時刻表を下記に添付します。） 

 

 


